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１．健康経営のメリット

1

人的資本に対する投資
ṕ Ṗ

従業員の健康増進
Ẇ
Ẇ

組織の活性化
Ẇ

社会問題の解決
Ẇ QOLṕ Ṗ
Ẇ

企業理念（長期的なビジョンに基づいた経営）

業績向上・企業価値向上

健康経営®

ḭנּ
שּ כֿ

ẑ Ú ḭ ︣Ḯ

Ẋ
ṇ

Ẋ

Ẋ ṇ

ḭ ṇ
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◆協会けんぽが実施している保健事業は、健康経営に取り組まれる企業様のお役に立てるものを目指しており
ますので是非ご活用ください。その中でも特に効果的な保健事業は以下の３つです。

２．協会けんぽの保健事業を活用した健康経営

① 受診する ②ṕ Ṗצּ 受ける

③ 減少するצּ

実績次第で
保険料率の
引き下げ
に寄与

◆また、これらの保健事業をとおして健康づくりに取り組んでいただくことで、山口支部全体の下記の取組
（※）実績が全国的にも顕著であった場合、平成30 年度から導入されたインセンティブ制度により保険料率

が引き下げられる可能性があります。※

協会けんぽと共に健康経営に取り組みましょう！

1.生活習慣病予防健診

より多くの項目を受診するため、「からだの変化」を広範囲かつ早期に発見できます

ḱ ṕ Ṗשּ
ḱ נּ ḭּצ ṕ ḱ צּ Ṗ
ḱ 18,000 צּ 7,000

2.特定保健指導

生活習慣の改善を促し、病気とその重症化を未然に防ぐことができます。

ḱ Ṅ ṡצּ Ṣ ︡ ︣Ḯ
ḱ3Ṍ6ּפ ṇ ︡ ︣Ḯ

3.やまぐち健康経営企業認定制度
各種取組支援を受けられるほか、「健康経営企業」であることを社内外にPRできます

ẑ ṇ פֿ ךּ ︡ ︣Ḯ

④ṕ Ṗצּ 開始する
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３．やまぐち健康経営企業認定制度の概要

◆趣旨
ḭ ḱ צּ טּ ḭ וֹ

צּ שּ שּ צּ ךּ ︣Ḯ
כֿ ḭ שּ נּ ︡ḭ צּ

אל לּ כֿ ḭ ︢ שּ ḭבֿ
︣Ḯ

◆目的
︡ ︡ נּ ḭקּ שּ

︣ ṕ וֹ Ṗּף צּ ︡ ḭ
︣ ṇ ︣ כֿ ḭ אל שּ
︣ ︣Ḯ

◆対象
︣ 1 ︡ ךּ

ẑ ︡ ḭ צּ ︣Ḯ
ẑ וֹ ︡ ךּ ︣Ḯ

◆取組期間ṕ וֹ Ṗ

וֹ צּ ︡ ︡ פּ 1

2 ךּ ḭ ︡ ḭ ︣ ︡ ︣Ḯ

ẑ 29 ṇ ︡ ︡ Ḯ
ṇ פּ ḭ וֹ ṇ

ךּ פֿ ︡ ︣Ḯ
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４．やまぐち健康経営企業認定制度のながれ①

「健康宣言書」の提出➣「健康宣言企業」として登録

◆企業
שּ פֿ ḭנּלּ ṇ

ṇ ︡ ךּ ṡ Ṣ וֹ
FAX פֿ שּ Ḯךּאל

◆協会けんぽ
ḱ ︡ ︣Ḯ
ḱ ︡ ︡ ︣Ḯ

צּ ךּ ḭ ︡ שּ Ḯךּאל
ḱ וֹ ṇ ṇ ︡
︣Ḯ

健康づくりへの取り組み

◆企業
︡ ךּ ḭ

שּ ︡ Ḯלּ

◆協会けんぽ・山口県
שּ ︣ ṇ ḭ

︡ ︣Ḯ אל
︡ ṇ ︡ḭ ṇ

ךּ ︣Ḯ

取り組み内容の振り返り➣「振り返り評価シート」の提出
◆企業
1 ḭ וֹ פּ אל ṡ

ṇ Ṣ ḭ וֹףּ שּ
ḭנּלּ וֹ ︡ ךּ

קּ ︣Ḯ

◆協会けんぽ・山口県
ḱṡ ṇ Ṣ ︡ḭ
צּ ︡ ︣Ḯ

ḱ וֹ ףּ ṇ ṇ
︡ḭ

וֹ ךּ קּ ︣Ḯ

ステップ２

ステップ３

ステップ１

次の取り組み期間へ（1年ごとに更新）➣以降、 の繰り返しステップ２ ステップ３

3 10 31

健康宣言
企業数

７３６社

認定
企業数

３１９社
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５．やまぐち健康経営企業認定制度のながれ②

企
業

協
会
け
ん
ぽ

山
口
県

N N+1

ステップ２

ステップ３

ステップ１
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６．健康宣言企業 の登録要件と特典

◆登録要件

ểṌỆ ︡ ḭ וֹ ︡ שּ
Ḯךּאל ךּףּ ḭṡ Ṣ ︡ ︡ḭ ףּ
︡ ︣Ḯ ḭףּ אל ︣Ḯ

ể ︣ ︡ḭ ︡ ךּ כֿךּ
Ễ שּ ︣ כֿ
ễ וֹ ︡ שּ ︣ כֿ
Ệ וֹףּ שּ ףּ ︣ כֿ

◆特典

ṡ Ṣ ︡ אל ︣ ḭ לּ טּצּ ︣Ḯ

ể
Ễ וֹ ṇ ṇ
ễ
Ệ ṇ ףּ
ệ וֹ ṇ
Ỉ ṕ Ṗּצ ︣
ṡ 2021ṕ Ṗ Ṣ לּ ḭ

︣ 68 ṕּל ḭ וֹ
66 Ṗ ︣Ḯ ṇ ṇ פֿ שּ אל

Ḯךּ

ステップ１

Ẏ ṇ
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７．やまぐち健康経営認定企業 の認定要件

◆認定要件

וֹ ךּףּ ṡ Ṣṕ Ṗ ︡ אל ḭ1
שּ ḭṡ ṇ Ṣ ךּףּ 100 ḭ

65 点以上 ︡ שּ Ḯךּאל

ṡ ṇ Ṣ ḭ וֹ ︣Ḯ
ḭףּ 1 ḭ ︣ ︡ ︣Ḯ

ṡ ṇ Ṣ ṡ ṇ & שּ Ṣ פֿ שּ Ḯךּאל

ステップ３

ステップ１

ḭ ︡￼
צּ צּ לּ

קּךּ
︡ ḵלּ

協会けんぽ山口支部ではメールマガジンを配信しています。
ḭּף ḭ ḭ

︡ ףּ ︣Ḯ
ךּףּ ḭ ḭ ḱ
ףּ ךּ וֹ ︣ ḭ פֿ שּ Ḯךּאל

ご登録はこちらから➔
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８．やまぐち健康経営認定企業 の特典

◆特典

ṡ תּ Ṣ ︡ אל ︣ ḭ לּ טּצּ ︣Ḯ

ể צּ (1)Ṍ(3)
(1)ṡ תּ Ṣṕ Ṗ
(2)ṡ תּ Ṣ ṕ ḱ Ṗḭקּ ḭ ṇ
(3)ṡ תּ Ṣ ṇ ṇ CD

ṇ ṕ טּ Ṗ
Ễ ︡
ễ ṇ ṇ ṡ תּ ṇ ṇ Ṣ
Ệ ṇ ṇ טּ כֿ

ṇ ṇ צּ
ệ פֿ︡ ṇṡ תּ Ṣ טּ כֿ

ḭצּ ︣ כֿ צּ
Ỉ פּפּ ︡
ỉ פּפּ ︡

ẑ ךּ ḭ אל ︣Ḯ

ステップ３

◆令和元年度山口県知事表彰企業

קּ

צּ לּפֿלּ

ṇ ṇ



【参考】やまぐち健康経営企業認定制度における健康宣言企業の取組事例①

◆健康宣言をされた企業が実際にどのような健康づくりに取り組まれているか、その一部をご紹介します。
※原文を一部要約しています。１企業内で複数の取組をされている場合もあるため、1企業1項目とも限りません。また、各企
業の取組を掲載しましたので重複しているものもあります。

・喫煙場所を限定する
・室内は禁煙➣禁煙をすすめても実行できないようだ
・ＤＶＤでの健康体操の取り組み
・マッサージ導入
・YSD（やめる・整理整頓・脱評論家）、運動の推進
・毎月1回、健康をテーマにした、セミナー開催（従業員向
け）
・新スローガン「血液と人間関係はドロドロよりもサラサラ
がいい！」
・インフルエンザ予防接種を受ける人を増やす為、費用の補
助を半額から全額に変更した
・熱中症対策に現場でのスポーツドリンクを会社が費用負担
した
・ストレスチェックの実施
・メンタルヘルス対策
・スポーツ大会を年2回開催
・健康セミナー年2回開催
・会社敷地内禁煙
・ノー残業デー
・有給取得日の目標設定
・コミュニケーション増進を図るためのイベント
・ほめトレ、ほめ選挙などお互いが認め合うコミュニケー
ション
・社内スポーツ大会、地域の健康づくりにつながるイベント
開催
・会社員の定期健診の受診率、100 ％完全実施
・要治療者に対する受診の呼びかけと特定保健指導の実施
・毎月1回、健康管理に対する注意事項及び取組方法の資料
配布
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・会社行事を通して、職員、協力会員に対して健康情報を提供
する
・年次有休最低取得目標（5日）を設定する
・糖尿病や歯周病に関する情報提供をする
・感染症予防の研修会
・リーフレット等の配布で健康情報を提供している
・管理監督者向け「メンタルヘルス研修会」の実施
・喫煙所の設定（原則屋外）、共用（会議室）も禁煙とする
・健康診断後、結果の管理
・休憩室に体重計を設置
・始業前に組織的に体操を行っている
・各種健康に関する情報提供（休憩室に掲示）
・禁煙手当の支給を開始した
・年間休日を増加した
・健康づくり担当者による計画の立案・目標の作成
・インフルエンザ予防接種の費用負担
・健康管理
・ラジオ体操
・健康診断で悪い所を改善出来た場合は奨励金を出す
・再検査者は6月中に再検を必ず行なう
・採用者を増し残業を減らす
・協会けんぽＨＰの健康情報及び健康レシピの情報提供（月2
回）

ṇ קּ ︣Ḯ



【参考】やまぐち健康経営企業認定制度における健康宣言企業の取組事例②

・協会けんぽによる特定保健指導の受診
・二次検査受診の働きかけ及び報告書の提出
・健診に胃がんリスク検査、便潜血検査を追加し、有所見者へのフォロー実施
・職員の意識向上を図るため、健康教育等に関する研修の実施
・職場環境改善の取組の一環として健康づくり環境の整備→現状の課題把握
・広報誌を発行して健康に対する意識を高める
・インフルエンザ予防接種助成
・始業前のラジオ体操
・事務所に体重計や血圧計を設置し記録を取る
・社員の意見交換の場で健康に関する情報を伝える
・交流の為のバーベキュー等のイベントの開催
・就業前のストレッチ
・週2日のノー残業の設定
・年次有給休暇の取得率の向上 職員年9日、非常勤年4日
・メンタルヘルス研修会 ストレスチェックは実施しているが、研修会は開催していない。
・全職員へのインフルエンザ接種、インフルエンザ、ノロの発生時の院内お知らせ（委託職員も含む）
・今年度初めて歯科健診を行ったので、事後アンケートの実施
・職業病対策として腰痛予防対策体操
・昼休み後、アクティブ体操の導入
・本社産業医の講話を拠点へＷｅｂ配信
・60 才以上の脳ドック推奨
・毎朝のラジオ体操
・歩数計の所持（1人1つずつ）
・定期的な健康診断
・年2回の定期健康診断の受診の奨励
・社内に健康器具の設置
・インフルエンザ予防接種の呼びかけ
・協会けんぽからのメルマガ掲示
・健診の積極的受診と結果に対する考え方
・個々の体調管理の適正をすすめる

➣このほかにも、独創的な取り組みをされている企業が多数あります！
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◆お問い合わせは…

山口市小郡下郷312-2 山本ビル第3（〒754-8522）
TEL:083-974-0530FAX:083-974-0534


